
要求公表・予算案公表

1　事業の概要

①　成果目標（H25)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　繰入金　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

H25

国庫返還金 直接 H24事業確定に伴う返還金 0 4,623 4,623

7,780

機能訓練費

間接

補助

10,735 10,735

健康相談費

間接

補助

重点健康相談、総合健康相談を実施 7,780

77,327 119,566 125,581 135,895

10,812

66,515

要求からの主な変更点 要求どおり

 概算事業費（B（A）+C）

108,831 108,239

10,735

概　算

人件費

1.30 1.30 1.30 1.30

37,149 36,970 51,778 59,483

75市町村

（見込）

補助金申請

市町村数

Aの

財源

37,149 36,970 63,068 65,677

合計（A) 74,298 73,940 114,846 125,160

目標 成果 達成状況

31,134 4,623
補助金交付

市町村数

当初予算 74,298 73,940 83,712

Ｈ２５
H26

目標

補正予算

項目

現況

（見込）
120,537

25補正後25補正後25補正後25補正後 成果目標の達成状況

予

算

額

前年度繰越

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度 24年度

成果目標・

事業内容

市町村が実施する、健康増進事業に要する経費について補助

（単位：千円）　

合計 120,537 4,623 125,160

保健センター等で日常生活動作の訓練を実施 714 714

訪問指導費

間接

補助

訪問により、家庭における療養方法に関する指導等を

実施

1,154 1,154

健康診査費

間接

補助

健康診査、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイ

ルス検診を実施

69,697 69,697

（補正前） （２月補正）

健康診査自己負担相当額

間接

補助

肝炎ウイルス検診の受診率を上げるため、節目（40歳

から５歳刻み）で受診の個別勧奨を行い、その自己負

担部分について全額補助を実施

10,818

H25実施内容

健康教育費

間接

補助

10,818

（補正後）

健康手帳作成費

間接

補助

健康管理と適切な医療の確保のために手帳を交付 1,302 1,302

項目 実施方法

個別健康教育、集団健康教育を実施 29,072 29,072

目指す姿   市町村が40歳以上の居住者に対して実施する健康増進事業の費用の一部を負担し、壮年期からの健康づくりと、生活習慣病などの疾

病や介護を要する状態に陥ることの予防対策を支援する。

現状   平成20年度の医療制度改革に伴い老人保健法が廃止され、従来実施されてきた老人保健事業のうち、健康手帳の交付、健康教育、健

康相談、健康診査、機能訓練及び訪問指導について、健康増進法に基づく健康増進事業と位置付けられている。

県が関与

する理由

□法令等義務 □内部管理 ■県でなければ実施不可　 【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 健康増進法第17条第１項、19条の２（健康増進法施行規則第４条の２第６

項を除く。）、健康増進事業実施要領、健康増進事業費補助金交付要綱

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

課・室 健康長寿課

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

６－１　健康で長生きできる地域づくり

◆保健活動の推進 実施期間 H20 ～

事業番号 04 07 27 事業改善シート （25年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　■補正予算案　□点検

事　業　名 健康増進事業費補助金健康増進事業費補助金健康増進事業費補助金健康増進事業費補助金
担

当

課

部局 健康福祉部


